
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと塾 

（新規募集は４月のみ） 
９月８日（日） 敬老会に参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三永地域センター 

だより ９月号 令和元年８月２５日発行         

三永地域センター 〒739-0023 西条町下三永 10927-1 

Tel／Fax ０８２（４２６）０７４１〈留守電あり〉 休み：祝日他 

minaga-k@city.higashihiroshima.hiroshima.jp 

             

      ７月１９・２６日（金） 

 今年より始まった新しい講座、着付け教室～ゆかたを着よう～が 19日と 26日の 2回、植重恵美

子先生のご指導で行われました。親子で参加された方やお母さんだけ参加された方、みなさん和気

あいあいと楽しく着付けが学べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三永夏祭りにゆかたを着て参加するために、みなさん熱心に学び、2日目には相手に着付けてあげ

ることもできるようになりました。ここで学んだみなさんは、先生と共に夏祭り当日、小学校の音

楽室で着付けをしてくださいました。 
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三永地域センターの利用料金が、１０月利用分より変更になります。 

部屋名も変更されています。変更後は以下の通りです。 

 

部屋名 区分 
使用時間が３時間以下の

場合の 1時間当たりの額 

使用時間が３時間を超え

る場合の1時間当たりの額 

 

ホール 

入場料を徴収しないとき １，３５０円 １，２７０円 

入場料を徴収するとき 廃止 廃止 

調理室  ６７０円 ３９０円 

研修室  ４１０円 ３９０円 

和室１又は ２ １室につき 

※次の場合は、それぞれ該当する額を使用料に加算する 

 ① 市内に住所又は主たる事務所を有している個人又は法人その他の団体以外のものが使用する場合 

・・・使用料の額の３割 

 ② 冷房を使用する場合・・・使用料の額の３割 

 ③ 暖房を使用する場合・・・使用料の額の２割 

④ 営利を目的として使用する場合・・・使用料の額の５割      （１０円未満は切り捨て） 

※ 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする 

 

●開館日時・・・８時３０分～２２時（必須開館時間：月・水・金の９時～１２時、祝日や１２月２９日～ 翌年

１月３日は休館、その他行事等により休館する場合あり） 

 ただし、使用申請がない場合は、閉館していることがあります（東広島市地域センター条例第４１号および東広

島市地域センター条例施行規則第４号による）。 

    ７月２０日（土） 

 ７月のふるさと塾は、クッキーをつくりました。末中恵美子先生と本岡久美子先生からクッキー

の作り方の説明と生地を作る実演を見た後、みんなでクッキーの形を作って焼きました。 

いろいろなかわいいクッキーが焼けました。 

 ８月２５日（土） 

 毎年恒例の賀茂吹奏楽団によるサマ

ーコンサートが行われました。 

おたより作成のタイミングにより、詳

しい紹介は次回 10月のセンターだより

でお伝えします。 

 


